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は じ め に

※本手引は、「徳島県保育士資格等取得支援費補助金」の申請方法等について定めたもの

です。「徳島県保育士資格等取得支援費補助金」の実施については、次に掲げる通知等に

よるほか、この手引によることとします。

・「徳島県保育士資格等取得支援費補助金交付要綱」

・令和６年５月３０日こ成保第３１２号こども家庭庁成育局長通知「保育人材確保事業の

実施について」の別添１「保育士資格等取得支援事業実施要綱」

【本補助金に関する問合せ先】

徳島県こども未来部子育て応援課保育支援担当

電 話：088-621-2201

ファクシミリ：088-621-2843

※なお、事業実施計画書や申請書は、申請者の住所地（申請者が施設の場合は施設の所在

地、申請者が個人の場合は住所地）の市町村に提出してください。市町村で内容の確認後、

県で審査を行います。
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１．補助金の概要

徳島県では、保育ニーズの増加などに伴う慢性的な保育士不足の解消、平成２７年４月から本

格施行された「子ども・子育て支援新制度」における幼保連携型認定こども園で働く「保育教諭」

の確保などのため、保育士資格や幼稚園教諭免許状の取得を支援する５つの事業を行っています。

いずれの事業も、保育士資格や幼稚園教諭免許状を取得するために必要な受講料等を補助する

ものです。また、一部の事業においては、資格取得職員の代替職員の雇上費補助も行っています。

各事業の概要は次のとおりです。

（１）認可外保育施設保育士資格取得支援事業 ･･･p5～6

（保育士資格の取得支援）

①補助内容：受講料等補助、代替職員雇上費補助

②対象者：③の施設に勤務する、保育士資格を有しない者

③申請者：認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた認可外保育施設

小規模保育事業（Ａ型）実施施設 ※市町村長の認可を受けた施設に限る

事業所内保育事業実施施設 ※市町村長の認可を受けた施設に限る

④補助額：受講料等補助･･･養成施設の受講に要した経費の１／２

（資格取得方法により、上限１０万～３０万円／人）

代替職員雇上費補助･･･１日当たり８，０４０円

※受講料等補助のみの申請も可能

（２）保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業 ･･･p7～8

（保育士資格の取得支援）

①補助内容：受講料等補助、代替職員雇上費補助

②対象者：受講料等補助･･･③の施設に勤務し、幼稚園教諭免許状を有しているが保育士資格

を有しない者で、特例制度の対象者

代替職員雇上費補助･･･受講料等補助の対象となる幼稚園教諭の代わりに雇上された職員

③申請者：認定こども園及び認定こども園への移行を予定している施設

④補助額：受講料等補助･･･養成施設の受講に要した経費の１／２

（上限１０万円／人）

代替職員雇上費補助･･･１日当たり８，０４０円

※受講料等補助のみの申請も可能

※代替職員雇上費補助については、公立施設は補助対象外
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（３）幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業 ･･･p9～10

（保育士資格の取得支援）

①補助内容：受講料等補助

②対象者：幼稚園教諭免許状を有しているが保育士資格を有しない者で、特例制度の対象者

③申請者：対象者、または対象者が勤める施設

④補助額：養成施設の受講に要した経費の１／２

（上限１０万円／人）

（４）保育所等保育士資格取得支援事業 ･･･p11～12

（保育士資格の取得支援）

①補助内容：受講料等補助

②対象者：③の施設に勤務する、保育士資格を有しない保育従事者

③申請者：保育所、認定こども園、認定こども園を目指す幼稚園、乳児院、児童養護施設

（いずれも公立施設は除く）

④補助額：養成施設の受講に要した経費の１／２

（資格取得方法により、上限１０万～３０万円／人）

（５）保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業 ･･･p13～14

（幼稚園教諭免許状の取得支援）

①補助内容：受講料等補助、代替職員雇上費補助

②対象者：受講料等補助･･･③の施設に勤務し、保育士資格を有しているが幼稚園教諭免許状

を有しない者で、特例制度の対象者

代替職員雇上費補助･･･受講料等補助の対象となる保育士の代わりに雇上された職員

③申請者：認定こども園及び認定こども園への移行を予定している施設

④補助額：受講料等補助･･･養成施設の受講に要した経費の１／２

（上限１０万円／人）

代替職員雇上費補助･･･１日当たり８，０４０円

※受講料等補助のみの申請も可能

※代替職員雇上費補助については、公立施設は補助対象外
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２．補助金申請の流れ

徳島県 市町村 施設 受講者

※事業実施計画書

は、受講開始日の

計画書審査 経由 事業実施計画書提出 属する年度内に提

出する必要があり

承認通知 通知書受領 ます。

通知書写し受領 ※受講開始時期等

の要件を満たせ

ば、事業実施計画

書の提出は、受講

計画書審査 経由 事業実施計画書提出 開始前・受講開始

後のいずれでも構

承認通知 通知書受領 いません。

通知書写し受領

代替職員雇用開始 受講開始

代替職員雇用終了 受講修了

受験申請 保育士試験

（全科目免除）

合格通知受領 合格通知発送

又は

保育士養成施設卒業

保育士登録申請 保育士登録

保育士証受領 保育士証発送

受検申請 教育職員検定

（書面審査）

免許状受領 免許状発送

事
業
実
施
計
画
提
出

～

承
認

施設からの申請の場合

個人申請の場合

保育士資格取得の場合

幼稚園教諭免許状取得の場合

受
講
開
始

～

資
格
取
得
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※徳島県保育士資

格等取得支援費補

助金交付要綱の別

申請書審査 経由 補助金交付申請 表に定める各事業

の交付申請の期限

交付決定･確定通知 通知書受領 までに交付申請を

通知書写し受領 行う必要がありま

請求書受理 請求書提出 す。

支払い 補助金受領

申請書審査 経由 補助金交付申請

交付決定･確定通知 通知書受領

通知書写し受領

請求書受理 請求書提出

支払い 補助金受領

対象施設で1年勤務

※ 市町村は、事業実施計画書及び補助金交付申請書の経由時に、書類に不備がないか等の確認

（住所地の確認を含む）を行います。

※ 上記は保育所、幼稚園、認定こども園等の施設が申請者となる場合、受講者個人が申請者と

なる場合の補助金申請の流れを記載しています。公立施設の場合、市町村が申請者となります

が、市町村が申請する場合についても、上記の流れに準じて補助金申請を行ってください（た

だし、書類の市町村経由や請求書の提出は不要）。

交
付
申
請

～

支
払
い

施設からの申請の場合

個人申請の場合
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３．各事業について

（１）認可外保育施設保育士資格取得支援事業

① 補助内容
受講料等補助、代替職員雇上費補助

※受講料等補助のみの申請も可能です。

② 申請者
実施要件を満たす認可外保育施設（を運営する法人）

③ 実施要件（対象施設）
ア 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」（平成17年１月21
日雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）による認可外保育施設指
導監督基準を満たす旨の証明書（以下、「証明書」という。）の交付を受けた認可外保育施
設であること
対象施設は、対象者が保育士証の交付を受けるまでの間、証明書の内容を満たしてい

ること
イ 児童福祉法第６条の３第１０項に規定する小規模保育事業であって、法第３４
条の１５第２項の認可を受けたもののうち、「家庭的保育事業等の設備及び運営に
関する基準」（平成26年4月30日厚生労働省令第61号）第３章第２節に規定する小
規模保育事業Ａ型を行う事業所であること
ウ 児童福祉法第６条の３第１２項に規定する事業所内保育事業であって、法第
３４条の１５第２項の認可を受けた事業所であること

④ 実施要件（対象者）
ア 対象施設に勤務しており、保育士資格を有しない者であること
イ 受講後に保育士資格を取得するに当たっては、養成施設の卒業又は児童福祉法施行規則
第６条の１１の２により保育士試験の全てを免除される方法によること

ウ 保育士登録された日を起算として、対象施設において１年間以上勤務すること

⑤ 補助基準額
受講料等補助
ア 養成施設を卒業することにより保育士資格を取得する者

対象者１人につき、養成施設の受講に要した経費の１／２（上限３０万円）
イ 保育士試験の全てを免除され保育士資格を取得する者

対象者１人につき、養成施設の受講に要した経費の１／２（上限は次のとおり）
・「保育士試験の実施について」 （平成15年12月1日雇児発第1201002号厚生労働省雇用
均等・児童家庭局長通知）別表（※）の②③を活用する者（特例制度対象者）：１０万円

・上記通知別表の①を活用する者：２０万円
※参考１に掲載

代替職員雇上費補助
１日当たり８，０４０円

⑥ 補助対象経費
受講料等補助
養成施設の受講に必要な入学料、受講料（面接授業料、教科書代及び教材費を含む）及び上

記経費の消費税
※補講費や受講のための交通費等は対象経費となりませんので、ご注意ください。
代替職員雇上費補助
養成施設の受講者の代替に伴う雇上費
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⑦ 事業実施計画書の提出
【提出期限】受講開始日の属する年度内に、住所地の市町村を経由の上、県に提出すること

【提出書類】
ア 認可外保育施設保育士資格取得支援事業実施計画書（様式第１－１号）
イ 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し（市町村において、県のホーム
ページ等で証明書が交付されていることが確認できる場合は添付省略可とする）
※③のアに該当する認可外保育施設のみ提出必要

ウ 受講者が当該対象施設に勤務していることが確認できる書類
エ 本事業の対象となる受講者が、養成施設に在学していることが確認できる書類（実施計
画書を提出する際、まだ受講を開始していない場合は、計画書の備考欄にその旨を記載し、
受講を開始してから追加提出すること）

オ 代替保育従事者が当該対象施設に勤務していることが確認できる書類（代替保育従事者
を雇用する場合のみ添付すること。実施計画書を提出する際、まだ雇用を開始していない
場合は、計画書の備考欄にその旨を記載し、雇用を開始してから追加提出すること。）

⑧ 補助金の申請
【申請期限】
受講者が保育士証の交付を受けた後、対象施設に勤務を開始した日の属する月の末日までに、

住所地の市町村を経由の上、県に交付申請を行うこと

【提出書類】
代替職員雇上費補助・受講料等補助共通
ア 補助金交付申請書（様式第２号）
イ 徳島県保育士資格等取得支援費補助金所要額内訳表（様式第３号）
ウ 認可外保育施設保育士資格取得支援事業完了報告書（様式第４－１号）
エ 本補助金に係る収支決算（見込）書抄本（様式第５号）
オ 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し（市町村において、県のホーム
ページ等で証明書が交付されていることが確認できる場合は添付省略可とする。）
※③のアに該当する認可外保育施設のみ提出必要

カ 受講者が保育士証の交付を受けた後、対象施設への勤務が決定したことを確認できる書
類（継続雇用の場合、保育士証の交付を受けた後も継続雇用されていることが分かる書類）

キ 保育士証の写し
受講料等補助
ク 養成施設の長が発行する対象経費の領収書（※）
※対象施設又は受講者が養成施設に支払った領収書の原本を提出してください。県で審査し、写しを取った後、

原本は申請者の方に返却します。

代替職員雇上費補助
ケ 代替保育従事者が対象施設に勤務していたことが確認できる書類
コ 受講者の保育実習等の履修期間に、当該受講者に対して給与が支払われていることが確
認できる書類

⑨ 留意事項
・保育士修学資金貸付事業や雇用保険制度の教育訓練給付等、本事業と趣旨を同じくする事業
による給付等を受けている場合は、本事業の対象になりません。
・本事業は認可外保育施設の保育士資格を有していない保育従事者が保育士資格を取得し、認
可保育所に移行するために必要となる保育士の確保を支援するものであるため、原則、認可外
保育施設（を運営する法人）が養成施設受講料等を負担することとなります。施設と対象者が
お互いの協議のもと、対象者が対象経費を負担することとした場合はこの限りではありません
が、あくまで例外的な取扱いであることに十分留意した上で、実施計画書の提出時に、協議が
行われたことを明示するとともに、これに至る経緯を説明してください。
・本事業は認可外保育施設が認可保育所に移行するための保育士確保を支援する事業であるた
め、原則、認可保育所への移行が必要となりますが、本事業を実施することが待機児童解消に
つながると市町村において判断される場合は、認可保育所への移行を予定していなくても本事
業の対象とします。
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（２）保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業

① 補助内容
受講料等補助、代替職員雇上費補助
※受講料等補助のみの申請も可能です。

② 申請者
認定こども園及び認定こども園への移行を予定している施設（以下「認定こども園等」とい
う）を運営する法人及び市町村（以下「法人等」という）

③ 実施要件（対象施設）
認定こども園及び認定こども園への移行を予定している施設であること
※移行予定施設について、移行期限は概ね申請から５年以内とし、移行に向けたスケジュール
（移行予定時期）等を示していただく必要があるため、申請にあたっては、移行の有無が確認
できる理事会の議事録や計画書等の書類を併せて提出していただきますようお願いします。
※当該施設が認定こども園等でない場合でも、運営主体が運営する別の施設が認定こども園等
である場合で、人事異動により、受講者が認定こども園等に異動する可能性がある場合は、対
象施設として差し支えありません。

④ 実施要件（対象者）
受講料等補助
ア 対象施設に勤務しており、幼稚園教諭免許状を有しているが保育士資格を有しない者で
あり、特例制度の対象者であること

イ 養成施設における教科目修得後、児童福祉法施行規則第６条の１１の２により保育士試
験の全てを免除され保育士資格を取得する者であること

ウ 保育士登録された日を起算として、対象施設において１年間以上勤務すること
代替職員雇上費補助
本事業の受講料等補助の対象となる幼稚園教諭の代替として、対象施設（公立を除く）に雇
上された職員であること

⑤ 補助基準額
受講料等補助
対象者１人につき、養成施設の受講に要した経費の１／２（上限１０万円）
代替職員雇上費補助
１日当たり８，０４０円

⑥ 補助対象経費
受講料等補助
養成施設の受講に必要な入学料、受講料（面接授業料、教科書代及び教材費を含む）及び上
記経費の消費税
※補講費や受講のための交通費等は対象経費となりませんので、ご注意ください。
代替職員雇上費補助
養成施設の受講者の代替に伴う雇上費

⑦ 事業実施計画書の提出
【提出期限】
受講開始日の属する年度内に、住所地の市町村を経由の上（申請者が市町村の場合を除く）、
県に提出すること

【提出書類】
ア 保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業実施計画書（様式第１－２号）
イ 受講者が当該対象施設に勤務していることが確認できる書類
ウ 本事業の対象となる受講者が、養成施設に在学していることが確認できる書類（実施計
画書を提出する際、まだ受講を開始していない場合は、計画書の備考欄にその旨を記載し、
受講を開始してから追加提出すること）

エ 代替職員が当該対象施設に勤務していることが確認できる書類（代替職員を雇用する場
合のみ添付すること。実施計画書を提出する際、まだ雇用を開始していない場合は、計画
書の備考欄にその旨を記載し、雇用を開始してから追加提出すること。）
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⑧ 補助金の申請
【申請期限】
受講者が保育士証の交付を受けた後、対象施設に勤務を開始した日の属する月の末日までに、
住所地の市町村を経由の上（申請者が市町村の場合を除く）、県に交付申請を行うこと

【提出書類】
代替職員雇上費補助・受講料等補助共通
ア 補助金交付申請書（様式第２号）
イ 徳島県保育士資格等取得支援費補助金所要額内訳表（様式第３号）
ウ 保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業完了報告書（様式第４－２号）
エ 本補助金に係る収支決算（見込）書抄本（様式第５号）
受講料等補助
オ 受講者が保育士証の交付を受けた後、対象施設への勤務が決定したことを確認できる書
類（継続雇用の場合、保育士証の交付を受けた後も継続雇用されていることが分かる書類）

カ 養成施設の長が発行する対象経費の領収書（※）
キ 保育士証の写し
※対象施設又は受講者が養成施設に支払った領収書の原本を提出してください。県で審査し、写しを取った後、

原本は申請者の方に返却します。

代替職員雇上費補助
ク 代替職員が対象施設に勤務していたことが確認できる書類

⑨ 留意事項
・保育士修学資金貸付事業や雇用保険制度の教育訓練給付等、本事業と趣旨を同じくする事業
による給付等を受けている場合は、本事業の対象になりません。
・本事業は、受講者が保育士資格を取得し、対象施設における保育士の確保を図り、子どもを
安心して育てることができるよう、体制の整備を支援するものであるため、原則、対象施設を
運営する法人等が対象経費を負担することとなります。施設と対象者がお互いの協議のもと、
対象者が対象経費を負担することとした場合はこの限りではありませんが、あくまで例外的な
取扱いであることに十分留意した上で、実施計画書の提出時に、協議が行われたことを明示す
るとともに、これに至る経緯を説明してください。
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（３）幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業

① 補助内容

受講料等補助

② 申請者

幼稚園教諭免許状を有しているが保育士資格を有しない者で、特例制度の対象者又は上記対

象者の勤務する施設（を運営する法人及び市町村）

③ 実施要件（対象者）

ア 幼稚園教諭免許状を有しており、特例制度の対象者であること

イ 養成施設における教科目修得後、児童福祉法施行規則第６条の１１の２により保育士試

験の全てを免除され保育士資格を取得する者であること

ウ 保育士登録された日を起算として、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の

交付を受けた認可外保育施設、幼稚園型認定こども園が構成する認可外保育施設、小規模

保育事業Ａ型及びＢ型を行う保育事業所、児童福祉法第３４条の１５第２項の認可を受け

た事業所内保育事業、保育所、認定こども園、認定こども園への移行を予定している施設、

認定こども園への移行を予定している幼稚園、乳児院及び児童養護施設のいずれか（以下

「対象施設」という）において１年間以上勤務すること

④ 補助基準額

対象者１人につき、養成施設の受講に要した経費の１／２（上限１０万円）

⑤ 補助対象経費

養成施設の受講に必要な入学料、受講料（面接授業料、教科書代及び教材費を含む）及び上

記経費の消費税

※補講費や受講のための交通費等は対象経費となりませんので、ご注意ください。

⑥ 事業実施計画書の提出

【提出期限】

受講開始日の属する年度内に、住所地の市町村を経由の上（申請者が市町村の場合を除く）、

県に提出すること

【提出書類】

ア 幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業実施計画書（様式第１－３号）

イ 本事業の対象となる受講者が、養成施設に在学していることが確認できる書類（実施計

画書を提出する際、まだ受講を開始していない場合は、計画書の備考欄にその旨を記載し、

受講を開始してから追加提出すること）
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⑦ 補助金の申請

【申請期限】

・受講者が保育士証の交付を受けた後、対象施設に勤務を開始した日の属する月の末日までに、

住所地の市町村を経由の上（申請者が市町村の場合を除く）、県に交付申請を行うこと

【提出書類】

ア 補助金交付申請書（様式第２号）

イ 徳島県保育士資格等取得支援費補助金所要額内訳表（様式第３号）

ウ 幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業完了報告書（様式第４－３号）

エ 本補助金に係る収支決算（見込）書抄本（様式第５号、申請者が個人の場合は除く）

オ 受講者が保育士証の交付を受けた後、対象施設への勤務が決定したことを確認できる書

類（継続雇用の場合、保育士証の交付を受けた後も継続雇用されていることが分かる書類）

カ 養成施設の長が発行する対象経費の領収書（※）

キ 保育士証の写し

※対象施設又は受講者が養成施設に支払った領収書の原本を提出してください。県で審査し、写しを取った後、

原本は申請者の方に返却します。

⑧ 留意事項

・保育士修学資金貸付事業や雇用保険制度の教育訓練給付等、本事業と趣旨を同じくする事業

による給付等を受けている場合は、本事業の対象になりません。
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（４）保育所等保育士資格取得支援事業

① 補助内容

受講料等補助

② 申請者

保育所

、認定こども園、幼稚園、乳児院及び児童養護施設（以下「保育所等」という）を運営する法人

③ 実施要件（対象施設）

次の施設のうちのいずれかで、いずれも公立施設は除く

・保育所

・認定こども園

・認定こども園への移行を予定している幼稚園

・乳児院

・児童養護施設

④ 実施要件（対象者）

ア 対象施設に勤務しており、保育士資格を有しない者であること

イ 受講後に保育士資格を取得するに当たっては、養成施設の卒業又は児童福祉法施行規則

第６条の１１の２により保育士試験の全てを免除される方法によること

ウ 保育士登録された日を起算として、対象施設において１年間以上勤務すること

⑤ 補助基準額

ア 養成施設を卒業することにより保育士資格を取得する者

対象者１人につき、養成施設の受講に要した経費の１／２（上限３０万円）

イ 保育士試験の全てを免除され保育士資格を取得する者

対象者１人につき、養成施設の受講に要した経費の１／２（上限は次のとおり）

・「保育士試験の実施について」 （平成15年12月1日雇児発第1201002号厚生労働省雇用

均等・児童家庭局長通知）別表（※）の②③を活用する者（特例制度対象者）：１０万円

・上記通知別表の①を活用する者：２０万円

※参考１に掲載

⑥ 補助対象経費

養成施設の受講に必要な入学料、受講料（面接授業料、教科書代及び教材費を含む）及び上

記経費の消費税

※補講費や受講のための交通費等は対象経費となりませんので、ご注意ください。

⑦ 事業実施計画書の提出

【提出期限】

受講開始日の属する年度内に、住所地の市町村を経由の上、県に提出すること
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【提出書類】

ア 保育所等保育士資格取得支援事業実施計画書（様式第１－４号）

イ 受講者が当該対象施設に勤務していることが確認できる書類

ウ 本事業の対象となる受講者が、養成施設に在学していることが確認できる書類（実施計

画書を提出する際、まだ受講を開始していない場合は、計画書の備考欄にその旨を記載し、

受講を開始してから追加提出すること）

⑧ 補助金の申請

【申請期限】

・受講者が保育士証の交付を受けた後、対象施設に勤務を開始した日の属する月の末日までに、

住所地の市町村を経由の上、県に交付申請を行うこと

【提出書類】

ア 補助金交付申請書（様式第２号）

イ 徳島県保育士資格等取得支援費補助金所要額内訳表（様式第３号）

ウ 保育所等保育士資格取得支援事業完了報告書（様式第４－４号）

エ 本補助金に係る収支決算（見込）書抄本（様式第５号）

オ 受講者が保育士証の交付を受けた後、対象施設への勤務が決定したことを確認できる書

類（継続雇用の場合、保育士証の交付を受けた後も継続雇用されていることが分かる書類）

カ 養成施設の長が発行する対象経費の領収書（※）

キ 保育士証の写し

※対象施設又は受講者が養成施設に支払った領収書の原本を提出してください。県で審査し、写しを取った後、

原本は申請者の方に返却します。

⑨ 留意事項

・保育士修学資金貸付事業や雇用保険制度の教育訓練給付等、本事業と趣旨を同じくする事業

による給付等を受けている場合は、本事業の対象になりません。

・本事業は、保育所等に勤務する保育士資格を有していない保育従事者が保育士資格を取得し、

保育所等における保育士確保を図り、子どもを安心して育てることができるよう、体制の整備

を支援するものであるため、原則、対象施設を運営する法人が養成施設受講料等を負担するこ

ととなります。施設と対象者がお互いの協議のもと、対象者が対象経費を負担することとした

場合はこの限りではありませんが、あくまで例外的な取扱いであることに十分留意した上で、

実施計画書の提出時に、協議が行われたことを明示するとともに、これに至る経緯を説明して

ください。
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（５）保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業

① 補助内容

受講料等補助、代替職員雇上費補助

※受講料等補助のみの申請も可能です。

② 申請者

認定こども園及び認定こども園への移行を予定している施設（以下「認定こども園等」とい

う）を運営する法人及び市町村（以下「法人等」という）

③ 実施要件（対象施設）

認定こども園及び認定こども園への移行を予定している施設であること

※移行予定施設について、移行期限は概ね申請から５年以内とし、移行に向けたスケジュール

（移行予定時期）等を示していただく必要があるため、申請にあたっては、移行の有無が確認

できる理事会の議事録や計画書等の書類を併せて提出していただきますようお願いします。

※当該施設が認定こども園等でない場合でも、運営主体が運営する別の施設が認定こども園等

である場合で、人事異動により、受講者が認定こども園等に異動する可能性がある場合は、対

象施設として差し支えありません。

④ 実施要件（対象者）

受講料等補助

ア 対象施設に勤務しており、保育士資格を有しているが幼稚園教諭免許状を有しない者で

あり、特例制度の対象者であること

イ 大学において必要となる科目の修得後、幼稚園教諭免許状が授与された日を起算として、

認定こども園等において１年間以上勤務すること

代替職員雇上費補助

本事業の受講料等補助の対象となる保育士の代替として、対象施設（公立を除く）に雇上さ

れた職員であること

⑤ 補助基準額

受講料等補助

対象者１人につき、養成施設の受講に要した経費の１／２（上限１０万円）

代替職員雇上費補助

１日当たり８，０４０円

⑥ 補助対象経費

受講料等補助

養成施設の受講に必要な入学料、受講料（面接授業料、教科書代及び教材費を含む）及び上

記経費の消費税

※補講費や受講のための交通費等は対象経費となりませんので、ご注意ください。

代替職員雇上費補助

養成施設の受講者の代替に伴う雇上費

⑦ 事業実施計画書の提出

【提出期限】

受講開始日の属する年度内に、住所地の市町村を経由の上（申請者が市町村の場合を除く）、

県に提出すること
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【提出書類】

ア 保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業実施計画書（様式第１－５号）

イ 受講者が当該対象施設に常勤職員として勤務していることが確認できる書類（※）

ウ 本事業の対象となる受講者が、養成施設に在学していることが確認できる書類（実施計

画書を提出する際、まだ受講を開始していない場合は、計画書の備考欄にその旨を記載し、

受講を開始してから追加提出すること）

※「常勤職員」とは、必ずしもフルタイム勤務に限りませんが、１週間の勤務時間が一般職員の概ね４分の３

以上であり、１か月の勤務日数が一般職員の概ね４分の３以上であることが目安となります。これに該当し、

その他の実施要件を満たせば、有期雇用者（臨時職員）も対象となります。

エ 代替職員が当該対象施設に勤務していることが確認できる書類（代替職員を雇用する場

合のみ添付すること。実施計画書を提出する際、まだ雇用を開始していない場合は、計画

書の備考欄にその旨を記載し、雇用を開始してから追加提出すること。）

⑧ 補助金の申請

【申請期限】

受講者が幼稚園教諭免許状の交付を受けた後、対象施設に勤務を開始した日の属する月の末

日までに、住所地の市町村を経由の上（申請者が市町村の場合を除く）、県に交付申請を行う

こと

【提出書類】

代替職員雇上費補助・受講料等補助共通

ア 補助金交付申請書（様式第２号）

イ 徳島県保育士資格等取得支援費補助金所要額内訳表（様式第３号）

ウ 保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業完了報告書（様式第４－５号）

エ 本補助金に係る収支決算（見込）書抄本（様式第５号）

受講料等補助

オ 受講者が幼稚園教諭免許状の交付を受けた後、対象施設への勤務が決定したことを確認

できる書類（継続雇用の場合、幼稚園教諭免許状の交付を受けた後も継続雇用されている

ことが分かる書類）

カ 養成施設の長が発行する対象経費の領収書（※）

キ 幼稚園教諭免許状の写し

※対象施設又は受講者が養成施設に支払った領収書の原本を提出してください。県で審査し、写しを取った後、

原本は申請者の方に返却します。

代替職員雇上費補助

ク 代替職員が対象施設に勤務していたことが確認できる書類

⑨ 留意事項

・保育士修学資金貸付事業や雇用保険制度の教育訓練給付等、本事業と趣旨を同じくする事業

による給付等を受けている場合は、本事業の対象になりません。

・本事業は、受講者が幼稚園教諭免許を取得し、対象施設における幼稚園教諭の確保を図り、

子どもを安心して育てることができるよう、体制の整備を支援するものであるため、原則、対

象施設を運営する法人等が対象経費を負担することとなります。施設と対象者がお互いの協議

のもと、対象者が対象経費を負担することとした場合はこの限りではありませんが、あくまで

例外的な取扱いであることに十分留意した上で、実施計画書の提出時に、協議が行われたこと

を明示するとともに、これに至る経緯を説明してください。
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（参考１）「保育士試験の実施について」別表

「保育士試験の実施について」別表

（平成15年12月1日雇児発第1201002号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）

①幼稚園教諭免許を有する者における試験免除科目・修得教科目対応表

○試験免除科目 ○指定保育士養成施設で修得した教科目

社会福祉 ← 社会福祉

子ども家庭福祉 ← 子ども家庭福祉 子ども家庭支援論

子どもの保健 ← 子どもの保健 子どもの健康と安全

子どもの食と栄養 ← 子どもの食と栄養

保育原理 ← 保育原理 乳児保育Ⅰ 乳児保育Ⅱ

障害児保育 子育て支援

社会的養護 ← 社会的養護Ⅰ 社会的養護Ⅱ

保育実習理論 ← 保育内容総論 保育内容演習 保育内容の理解と方法

※児童福祉法施行規則第6条の2の3第1項第3号の指定保育士養成施設の修業教科目及び単位数

並びに履修方法（平成13年5月23日厚生労働省告示第198号）に定める必修科目

②特例教科目による試験免除科目・修得教科目対応表

○試験免除科目 ○指定保育士養成施設で修得した特例教科目

社会福祉 ← 福祉と養護

子ども家庭福祉 ← 福祉と養護 子ども家庭支援論

子どもの保健 ← 保健と食と栄養

子どもの食と栄養

保育原理 ← 乳児保育 子ども家庭支援論

社会的養護 ← 福祉と養護

※「指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について」（平成15年12月9日雇児発

第1209001号）別紙４に定める特例教科目

③実務経験があって幼稚園教諭免許状を有する者における試験免除科目・修得教科目対応表

○試験免除科目 ○指定保育士養成施設で修得した教科目

社会福祉 ← 社会福祉

子ども家庭福祉 ← 子ども家庭福祉 子ども家庭支援論

子どもの保健 ← 子どもの保健

子どもの食と栄養 ← 子どもの食と栄養

保育原理 ← 乳児保育Ⅰ 乳児保育Ⅱ 子育て支援

社会的養護 ← 社会的養護Ⅰ

※児童福祉法施行規則第6条の2の3第1項第3号の指定保育士養成施設の修業教科目及び単位数

並びに履修方法（平成13年5月23日厚生労働省告示第198号）に定める必修科目
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（参考２）保育士として働くためには

保育士として（＝保育士の名称を使用して）働くためには、保育士となる資格要件を満たした

上で、都道府県の保育士登録簿に登録し、保育士証の交付を受ける必要があります。保育士登録

については、申請書類の受付から保育士証の交付まで２か月程度かかりますので、ご注意くださ

い。

保育士となる資格要件については、次の２つがあります。

（１）児童福祉法に規定する「指定保育士養成施設」を卒業すること

（２）都道府県が行う「保育士試験」に合格すること

保育士試験は、平成２８年度から前期・後期の年２回実施されており、前期日程の受験申込み

時期は通常１月頃、後期日程の受験申込み時期は通常７月頃となっておりますが、平成２９年度

から保育士資格取得特例等による幼稚園教諭免許状を有しており筆記試験及び実技試験の全部を

免除することができる方については、４月及び１０月の時期にも受験申込みの機会が設けられて

おります。

なお、保育士試験及び保育士登録の詳細については、次の問合せ先にお問い合わせください。

【問合せ先】

１．保育士試験に関することについて

（社）全国保育士養成協議会 保育士試験事務センター

〒171-8536 東京都豊島区高田３－１９－１０

ナビダイヤル ０５７０－００－４１９４（平日午前９時３０分から午後５時３０分まで）

URL: https://www.hoyokyo.or.jp

２．保育士登録に関することについて

登録事務処理センター

〒102-0083 東京都千代田区麹町１－６－２麹町一丁目ビル６階

TEL ０３－３２６２－１０８０（平日午前９時から午後５時まで）

URL: https://www.nippo.or.jp/hoikushi/
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（参考３）特例制度について

【概要】

平成２７年度から本格施行された子ども・子育て支援新制度における新たな「認定こども園制

度」への円滑な移行・促進のために、令和１１年度末までの間、幼稚園教諭免許状と保育士資格

の特例制度が設けられています。

新たな「幼保連携型認定こども園」は学校教育と保育を一体的に提供する施設であるため、配

置される職員としては「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有する「保

育教諭」が位置づけられています。新たな「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を進める

ため、改正認定こども園法の施行後１５年間は、「幼稚園教諭免許状」又は「保育士資格」のい

ずれかを有していれば、「保育教諭」として勤務できる経過措置を設けておりますが、この間に

もう一方の免許・資格を取得する必要があります。（ただし、いずれか一方の免許状・資格のみで

主幹保育教諭・指導保育教諭となることができる特例については１２年間（令和８年度末まで））

【対象者】

特例制度の対象者は、①②のいずれにも該当する方です。

① 幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかをお持ちの方

② 次の施設で幼稚園教諭又は保育士として、「3年かつ4320時間以上」の実務経験がある方 ※１

(1)幼稚園（特別支援学校幼稚部含む）※２

(2)認定こども園

(3)保育所

(4)小規模保育事業（Ａ型）を実施する施設

(5)事業所内保育事業を実施する施設

(6)公立の認可外保育施設

(7)へき地保育所

(8)幼稚園併設型認可外保育施設

(9)認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設 ※３

※１ 実務経験は複数施設の合算でも構いません。

※２ 保育士資格を有する方については、預かり保育等で専ら幼児の保育に従事している場合です。

※３ 次の施設は除きます。

・当該施設を利用する児童の半数以上が一時預かり（入所児童の保護者と日単位又は時間単位で不定期に契約

し、保育サービスを提供するもの）による施設

・当該施設を利用する児童の半数以上が22時から翌日7時までの全部又は一部の利用による施設

令和５年度からは、上記②(1)から(9)の施設における「3年かつ4320時間以上」の実務経験に

加えて、幼保連携型認定こども園において保育教諭として「2年かつ2880時間以上」の実務経験

を有する場合に対する新たな特例が設けられています。

○徳島県内の特例制度の対象施設一覧は、ホームページでご確認いただけます。

「保育士資格の取得のための特例制度について」

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kosodateshien/2014042300071
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「保育士資格を有する者の幼稚園教諭免許状取得の期限付特例について」

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kyoiku/gakkokyoiku/2014061200062

【大学等における単位修得や手続き】

○保育士が「幼稚園教諭免許状」を取得する場合

大学で以下の単位（合計８単位）を修得し、各都道府県教育委員会における教育職員検定を経

て、幼稚園教諭免許状（学士の学位を有する場合は一種、短期大学士・専門学校卒等の場合は二

種）が授与されます。

※ 「教育に関する社会的、制度的又は経営的事項」の学修にあたっては、日本国憲法の内容（とりわけ第26条（教

育を受ける権利））が取り扱われるよう留意。ただし、日本国憲法の科目を別途修得することでも可。

○幼稚園教諭が「保育士資格」を取得する場合

大学等（指定保育士養成施設）で以下の単位（合計８単位）を修得し、保育士試験（試験は全

科目免除）を経て、保育士資格が取得できます。

なお、保育士資格の取得後、保育士として（＝保育士の名称を使用して）働くためには、都道

府県の保育士登録簿に登録し、保育士証の交付を受ける必要があります。

○17ページ②(1)から(7)の施設における「3年かつ4320時間以上」の実務経験に加えて、幼保連

携型認定こども園において保育教諭として「2年かつ2880時間以上」の実務経験を有する場合

大学等で修得すべき単位数が「8単位」から「6単位」となります。

・保育士が「幼稚園教諭免許状」を取得する場合

「保育内容の指導法、教育の方法及び技術」の修得数が2単位から1単位、「幼児理解の理論

及び方法」の修得数が1単位から0単位となります。

・幼稚園教諭が「保育士資格」を取得する場合

「子ども家庭支援論」の修得数が2単位から1単位、「乳児保育」の修得数が2単位から1単位

となります。
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【大学等で単位の修得：8単位】
・教職の意義及び教員の役割、教員の職務内容【2単位】
・教育に関する社会的、制度的又は経営的事項【2単位】
・教育課程の意義及び編成の方法【1単位】
・保育内容の指導法、教育の方法及び技術【2単位】
・幼児理解の理論及び方法【1単位】

【大学等で単位の修得：8単位】
・福祉と養護【2単位】
・子ども家庭支援論【2単位】
・保健と食と栄養【2単位】
・乳児保育【2単位】
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○「特例制度」について詳しくは、こども家庭庁又は文部科学省のホームページをご確認ください。

「特例制度」の講座開設状況もこちらでご確認いただけます。

【こども家庭庁ホームページ】

https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/hoikushi-shikaku-tokurei

【文部科学省ホームページ】

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/1339596.htm

○教育職員検定の手続きについては、徳島県教育委員会教職員課までお問い合わせください。

【問合せ先】

徳島県教育委員会教職員課人材育成担当

電 話：088-621-3128

ファクシミリ：088-621-2881


